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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　木質部と、該木質部を固定的に保持する保持部材とから構成され、鍵盤装置に取り付け
られたとき、押鍵操作により回動支点を中心に奏者側端部が回動し、鍵として機能する鍵
構造体であって、
　前記奏者側端部から後方にいくにつれて前記木質部の下面が上方に傾斜していることで
、少なくとも後部下方における、演奏時及び非演奏時に外観となって視認されない非見え
がかり部位に、少なくとも鍵動作を実現するための機能部が実装されるための逃がし部が
形成され、
　当該鍵構造体が非押鍵位置にあるとき、前記木質部の前記下面は、その長手方向の全範
囲において、押鍵終了位置にある隣接する鍵構造体の押鍵面の位置より低く且つ該隣接す
る鍵構造体の押鍵面に略平行となるように構成されたことを特徴とする鍵構造体。
【請求項２】
　前記保持部材は、前記木質部の下部を固定的に保持する鍵ベース体を含み、前記逃がし
部は、前記鍵ベース体に設けられていることを特徴とする請求項１記載の鍵構造体。
【請求項３】
　前記機能部は、当該鍵構造体を復帰方向に付勢する鍵復帰用バネであることを特徴とす
る請求項１または２記載の鍵構造体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、木質部を有する鍵に適用される鍵構造体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、下記特許文献１、２で示されるように、鍵盤装置に取り付けられ、押鍵操作によ
り回動する鍵として機能する鍵構造体であって、その構成部材に木材等を採用したものが
知られている。このような木質系の鍵構造体では、少なくとも、演奏時及び非演奏時に外
観となって視認されるいわゆる「見えがかり部位」に木質系材を配することで、木質感が
付与され、高級感が得られる。
【特許文献１】実登第２５１４４８５号公報
【特許文献２】特許第２９０３９５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、次のような課題があった。
【０００４】
　まず、鍵動作を実現するための機能部（例えば、鍵復帰バネ、鍵スイッチアクチュエー
タ、鍵抜け止め部材）や、鍵及びハンマをそれぞれの回動支点に押しつける側面視Ｓ字状
バネ等の機能部は、通常、鍵盤装置において鍵とフレームとの間に設けられる。従って、
これら機能部を配置するために、主に上下方向においてある程度の実装スペースが必要と
なる。
【０００５】
　ここで、一般的な合成樹脂製の鍵構造体であれば、複雑な形状を形成するのが容易であ
るので、上記機能部の実装スペースを形成することも容易である。しかしながら、木質系
の鍵構造体では、ソリッドの木からの削り出し等のように、加工により形状を作り出すの
が通常であるので、上記機能部の実装スペースを形成することが容易でない。そのため、
鍵及びフレーム間の間隔が広く設定され、結果として鍵盤装置の全高が高くなることから
、小型化の要請に反するだけでなく、木質部の無駄が多くなることから軽量化の要請にも
反するという問題があった。
【０００６】
　本発明は上記従来技術の問題を解決するためになされたものであり、その目的は、木質
感を付与しつつ鍵盤装置の小型、軽量化を図ることができる鍵構造体を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記目的を達成するために本発明の請求項１の鍵構造体は、木質部（６２）と、該木質
部を固定的に保持する保持部材（１２５、６３）とから構成され、鍵盤装置に取り付けら
れたとき、押鍵操作により回動支点を中心に奏者側端部が回動し、鍵として機能する鍵構
造体（５００）であって、前記奏者側端部（１２８）から後方にいくにつれて前記木質部
の下面（６２ａ）が上方に傾斜していることで、少なくとも後部下方における、演奏時及
び非演奏時に外観となって視認されない非見えがかり部位に、少なくとも鍵動作を実現す
るための機能部（５７）が実装されるための逃がし部（６４）が形成され、当該鍵構造体
が非押鍵位置にあるとき、前記木質部の前記下面は、その長手方向の全範囲において、押
鍵終了位置にある隣接する鍵構造体の押鍵面の位置より低く且つ該隣接する鍵構造体の押
鍵面に略平行となるように構成されたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、木質感を付与しつつ鍵盤装置の小型、軽量化を図ると共に、最小限の
木質部にて木質感を確保し、木質部を効率よく節約することができる。
【発明を実施するための最良の形態】



(3) JP 4419738 B2 2010.2.24

10

20

30

40

50

【００２３】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
【００２４】
　（第１の実施の形態）
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る鍵構造体を含む鍵盤装置（鍵盤楽器装置）の
断面図である。
【００２５】
　本発明の第１の実施の形態の鍵構造体１００は、主として楽器として使用される鍵盤装
置において押鍵操作により回動する複数の鍵の１つとして機能する。同図はＢ鍵とＣ鍵と
の間で切断した断面を示す。従って、同図では、Ｂ鍵である１つの鍵構造体１００につい
て、奏者からみて右側面図が表されている。鍵構造体１００は、白鍵に適用されるが、同
様に構成したものを黒鍵にも適用してもよい。なお、以降、本鍵盤装置や鍵構造体１００
の奏者側を前方と呼称する。
【００２６】
　鍵構造体１００は、鍵ベース体４０と鍵胴体部ＢＯＤとが一体に結合して構成され、鍵
胴体部ＢＯＤは、上板体５０と木製の木質部６０とから成る。上板体５０は、前部５０ａ
と、鍵操作面を提供する上板部５０ｂとが樹脂で一体に形成されて成る。木質部６０は、
上板体５０の上板部５０ｂとほぼ同じ長さを有し、上板部５０ｂ及び前部５０ａに接着さ
れることで、上板体５０と結合して、鍵胴体部ＢＯＤが構成される。
【００２７】
　鍵ベース体４０は、基端部４０ａと、該基端部４０ａから前方に延設された延設部４０
ｂとが樹脂部材で一体に形成されて成り、さらに延設部４０ｂには、いずれも鍵機能部の
１つ（乃至「他要素係合部」の１つ）である被キーガイド部４２、質量体駆動部４３、鍵
アクチュエータ４４及び鍵脱落防止機構部４５が一体に形成されている。延設部４０ｂは
、上記鍵胴体部ＢＯＤの長手方向に略平行に、上板体５０の前部５０ａまで延びている。
基端部４０ａは、鍵構造体１００の後端部にも相当する。基端部４０ａの後部には回動支
点４１が設けられ、鍵構造体１００は、回動支点４１を中心として上下方向に回動自在に
なっている。質量体駆動部４３の下端部には、円滑な摺動を確保するためのすべり部材４
６が装着されている。
【００２８】
　一方、鍵構造体１００の下方には、各鍵構造体１００に対応して質量体７１が配設され
る。質量体７１の被駆動部７１ａは、押鍵操作に応じて、鍵ベース体４０の質量体駆動部
４３を介してすべり部材４６により駆動される。これによって、質量体７１が質量体回動
軸７２を中心に回動することで、適当な押鍵感触が与えられる。また、本鍵盤装置には、
それぞれ２メイク式の第１鍵スイッチ７３、第２鍵スイッチ７４が設けられる。第１鍵ス
イッチ７３は、鍵ベース体４０の鍵アクチュエータ４４によって押圧駆動されて、押離鍵
等の鍵動作を検出する。第２鍵スイッチ７４は、質量体７１に設けられた鍵アクチュエー
タ７１ｂによって押圧駆動されて、鍵動作を検出する。両鍵スイッチ７３、７４が異なる
タイミングでオフタッチを含む鍵動作を検出することから、これらの検出結果を基に多彩
な楽音制御が可能となっている。
【００２９】
　本鍵盤装置にはまた、鍵動作ガイド７５及び係合部７７が設けられる。鍵構造体１００
の被キーガイド部４２は、鍵操作時には、鍵動作ガイド７５に案内されて、鍵構造体１０
０の鍵並び方向（鍵構造体１００の左右方向）への揺動が抑制される。これら、被キーガ
イド部４２及び鍵動作ガイド７５に関連する詳細な構成については後述する。鍵脱落防止
機構部４５は、係合部７７と係合して、鍵操作時における鍵構造体１００の主として前方
への脱落を防止する。
【００３０】
　また、質量体回動軸７２近傍から鍵構造体１００の後部に亘って、平面視フォーク形状
で側面視Ｓ字状となっているバネ５１が懸架されている。このバネ５１は、鍵構造体１０



(4) JP 4419738 B2 2010.2.24

10

20

30

40

50

０を後方に押しつけると共に、質量体７１を質量体回動軸７２に押しつけ、鍵構造体１０
０及び質量体７１がシャーシ１０００から容易に脱落しないようにしている。
【００３１】
　図２は、鍵構造体１００の各位置での断面を示す図である。同図（ａ）～（ｆ）はそれ
ぞれ、図１のＡ－Ａ線～Ｆ－Ｆ線に沿う断面図である。なお、図２はＢ鍵を例示している
ので、隣接する黒鍵（Ａ＃鍵）が配設されるための逃げ部を有することから、鍵構造体１
００の幅は、同図（ｂ）～（ｆ）では奏者からみた左側（側面１００ａ側）が狭くなって
いる。
【００３２】
　図２（ａ）に示すように、鍵構造体１００は、上板体５０の上板部５０ｂと鍵ベース体
４０とで木質部６０を挟み込むようにして構成される。鍵ベース体４０の延設部４０ｂの
上部には、前部から、延設部４０ｂと基端部４０ａとの接続部近傍に亘って突条部４０ｃ
が形成される。また、木質部６０には、突条部４０ｃに嵌合的な形状をした溝状凹部６０
ｃが形成されている。そして、まず、鍵胴体部ＢＯＤを作成してから、木質部６０の溝状
凹部６０ｃに延設部４０ｂの突条部４０ｃを嵌合させ、木質部６０と延設部４０ｂとを接
着することで、鍵構造体１００が構成される。
【００３３】
　木質部６０は、鍵構造体１００に木質感を付与する役割も果たす。すなわち、押鍵時に
は、押鍵された鍵の隣の鍵の側面の一部が奏者から見えるが、木製の木質部６０を鍵構造
体１００の側面１００ａ、１００ｂに配したことから、奏者にとっては、木質部６０の側
面６０ａ、６０ｂが視認され、鍵構造体１００が上面や前面を除いて木材で構成されてい
るかのように見える。これにより、鍵構造体１００に木質感が付与され、高級感が与えら
れる。
【００３４】
　また、図１に示すように、本鍵盤装置には、鍵構造体１００の上方においてパネル部７
６が設けられている。パネル部７６は、不図示の各種操作子や表示部を備えると共に、そ
れより後方部分を目隠しする目隠し部としての役割も果たしている。ここで、木質部６０
は、鍵胴体部ＢＯＤは、パネル部７６より後方まで延設されているので、鍵胴体部ＢＯＤ
と鍵ベース体４０の基端部４０ａとの境目が奏者からは見えないようになっており、外観
を向上させている。
【００３５】
　このように、鍵胴体部ＢＯＤの長手方向における側面に木質部６０の木質面である側面
６０ａ、６０ｂを配したので、鍵操作時には奏者から木質部６０が視認され、木質感が付
与される。また、長尺の鍵胴体部ＢＯＤと鍵ベース体４０とを一体に動作可能にすると共
に、鍵ベース体４０の延設部４０ｂを鍵胴体部ＢＯＤの長手方向に沿って略平行に形成し
、さらに延設部４０ｂには、被キーガイド部４２等の、鍵としての機能を発揮する複数の
鍵機能部を一体に形成したので、従来のように、木質鍵を採用して木質部分を加工するこ
とで鍵機能部を得る場合に比し、それらの機能や形状に関する設計の自由度が高く、加工
精度の点でも優れることから、精度の高い鍵機能を確保することが容易である。よって、
鍵に木質感を付与しつつ、鍵機能部の設計の自由度を高めて高精度の鍵機能を容易に確保
することができる。
【００３６】
　しかも、従来の、木の母材表面に樹脂等を貼着した鍵構造体に比し、加工が容易で、均
質な鍵構造体を安価に製造することが可能である。よって、低コストで鍵に木質感を付与
することができる。
【００３７】
　また、鍵ベース体４０を樹脂で形成したので、鍵機能部を含め、設計の自由度、耐久性
及び耐摩耗性を高めることができ、鍵機能の一層高い精度を長期に亘って維持することが
できる。さらに、木質部６０が鍵構造体１００においていわゆる中詰まり状態となってい
ることから、高剛性が確保される。
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【００３８】
　また、鍵構造体１００の後端部の回動支点４１と、鍵構造体１００の先端部に相当する
上板体５０の前部５０ａとの間であって長手方向における中間部に木質部６０を設けたの
で、従来のように、アコースティックピアノ用の木製鍵を流用し、回動支点を長手方向に
おける中間位置に設けてシーソー型の鍵として構成することなく、木質感が得られる。ま
た、従来に比し、回動支点より後方部分の長さを短くすることができる。よって、鍵に木
質感を付与しつつ、長手方向における小型化及び軽量化を図ることができる。
【００３９】
　また、鍵ベース体４０は、回動支点４１と被キーガイド部４２等の「他要素係合部」と
を含んで樹脂で一体に形成した樹脂部材で成るので、これら他要素係合部を木質材で構成
する場合に比し、容易に高精度が得られ、且つ形状の自由度も高い。しかも、従来のよう
に、鍵構造体を、単に回動支点や他要素係合部を含んで樹脂等で一体に形成しただけであ
れば、木質感が全く得られないだけでなく、木製鍵に比べれば鍵としての剛性が低いこと
から、タッチ感にも悪影響が生じる。しかし、本実施の形態では、木質部６０が鍵構造体
１００においていわゆる中詰まり状態となっていることから、高剛性が確保される。そし
て、高剛性により、各他要素係合部に押鍵力が正確に伝わるので、タッチ検出精度向上に
よるタッチ感向上につながる。また、鍵構造体１００の反り変形の抑制にも寄与する。よ
って、鍵に木質感を付与しつつ、鍵機能の精度を維持すると共に、剛性を高めることがで
きる。
【００４０】
　ところで、木質部６０を、白鍵用の鍵構造体１にのみ設けることで、コストが削減され
、しかも側面のうち黒鍵が隣接しない部分においてのみ設けることで、木質部２０を必要
最小限の範囲に配して、木質感を維持しつつ一層のコスト削減を図ることができる。
【００４１】
　なお、木質感を付与する観点からは、鍵構造体１００の構成は例示したものに限られず
、図３（ａ）～（ｄ）に示すような構成も採用可能である。
【００４２】
　図３は、第１の実施の形態の鍵構造体の他の例を示す図である。同図（ａ）～（ｄ）で
は、該他の例の図２（ａ）に対応する断面図を示す。
【００４３】
　例えば、図３（ａ）の例では、上記上板部５０及び鍵ベース体４０に相当する部分が樹
脂で一体に形成されている。すなわち、上板部１０ａと下板部１０ｃとが連結部１０ｂで
連結され、断面形状は、「Ｈ」を横倒させた形になっている。この例では、木質部は木質
部２０Ｌ、２０Ｒに分けて構成され、連結部１０ｂの左右両側に配設されることで、鍵構
造体が構成される。
【００４４】
　また、図３（ｂ）の例では、樹脂製の上板部３１から下方に向けて突条部３１ａを設け
る一方、連結部３２ａと下板部３２ｂとを樹脂で一体に形成し、連結部３２ａの上部には
突条部３１ａに嵌合的な溝状凹部３２ａａを設ける。そして、上板部３１の突条部３１ａ
を連結部３２ａの凹部３２ａａに接着嵌合させ、図３（ａ）の例と同様に木質部２０Ｌ、
２０Ｒを配設することで、一体に結合した鍵構造体が構成される。
【００４５】
　また、図３（ｃ）に示すように、２本の連結部３３ｂ、３３ｃで、上板部３３ａと下板
部３３ｄ、３３ｅを連結するように樹脂で一体に形成してもよい。この場合は、両連結部
３３ｂ、３３ｃ間に凹部３５が形成される。そして、上記木質部２０Ｌ、２０Ｒより薄い
木質部３４Ｌ、３４Ｒが連結部３３ｂ、３３ｃの外側に配設されることで、鍵構造体が構
成される。
【００４６】
　また、図３（ｄ）に示すように、いずれも樹脂製の上板部３６と下板部３８とで木質部
３７を上下方向から挟み、接着して、一体に結合した鍵構造体を構成してもよい。



(6) JP 4419738 B2 2010.2.24

10

20

30

40

50

【００４７】
　図４（ａ）は、本発明の第１の実施の形態の鍵構造体１００の先端部の側面図である。
図４（ｂ）は、同先端部の底面図、図４（ｃ）は、図４（ｂ）のＧ－Ｇ線に沿う断面図、
図４（ｄ）は、図４（ｃ）のＸ１部の拡大図である。
【００４８】
　鍵構造体１００の先端部は、平面視で幅広となっている（図２（ａ）参照）。すなわち
、図４（ａ）に示すように、上板部５０の幅広部５０ｈの下方に、幅広部５０ｈと略同幅
の木質部６０の幅広部６０ｈが存在する。そして、図４（ａ）～（ｃ）に示すように、鍵
構造体１００の先端部において、木質部６０の幅広部６０ｈには、略直方体状の凹状逃げ
部１２１が下方に開口して形成される。凹状逃げ部１２１は、例えば座グリ加工により形
成される。また、凹状逃げ部１２１に対応する鍵ベース体４０の部分には、被キーガイド
部４２に連接して凸状嵌合部４７が設けられる。すなわち、被キーガイド部４２は、鍵構
造体１００の先端部から押鍵方向に垂下した一対の垂下部であり、回動支点４１を中心に
鍵構造体１００が回動するとき、動作ガイドされるためのものである。そして、この一対
の垂下部に連接して上方に凸状嵌合部４７が形成される。さらに、この凸状嵌合部４７が
凹状逃げ部１２１に嵌合されている。
【００４９】
　凸状嵌合部４７は、図４（ｃ）に示すように、水平方向の壁４７Ｕ及び鉛直方向の両壁
４７Ａ、４７Ｂで構成される。壁４７Ｕは、木質部６０のザグリ加工した凹状逃げ部１２
１の上端部（鍵表面方向端部）にて閉じるように形成され、これにより閉面部を構成して
いる。凸状嵌合部４７の内側に、鍵動作ガイド７５と摺接する凹部４７ａが形成される。
この凸状嵌合部４７は、後述するように、「潤滑剤避け機構部」としても機能する。なお
、上記凹部４７ａは、鍵ガイド部として構成してもよい。
【００５０】
　被キーガイド部４２の構成を言い換えると、次のようになる。すなわち、被キーガイド
部４２は、主として、上記一対の垂下部の左右内壁４２ａと、これら左右内壁４２ａに連
設されて、少なくとも左右内壁４２ａの下端位置から木質部６０の下面６０ｄ位置まで押
鍵方向に貫通した穴とから構成される。被キーガイド部４２はまた、上記一対の垂下部の
上部から鍵表面方向に向かって延設された一対の延設部である両壁４７Ａ、４７Ｂを有し
、木質部６０には、上記延設部に対応する部分にザグリ加工による凹部である凹状逃げ部
１２１が設けられている。
【００５１】
　ここで、仮に、鍵動作ガイド７５の高さを、押鍵時において鍵ベース体４０の上面位置
にまで抑える程度に小さく形成すれば、凹状逃げ部１２１は不要となる。その場合でも、
被キーガイド部の上下方向の長さを鍵ベース体４０の上下方向の厚みの分だけは確保でき
るので、上記押鍵方向に貫通した穴は、少なくとも、被キーガイド部４２の下端位置から
木質部６０の下面６０ｄと同一平面の位置まで貫通していればよい。すなわち、凹部４７
ａの下面に相当する位置が木質部６０の下面６０ｄと面一であってもよい。その分だけで
も、押鍵動作ガイド機能は、凹部４７ａの下面に相当する位置が鍵ベース体４０の下面と
面一である場合に比し、安定する。本実施の形態では、上述したように、凸状嵌合部４７
を、木質部６０の凹状逃げ部１２１内に設け、その内部に鍵動作ガイド７５が摺動可能と
したので、押鍵動作ガイド機能が一層安定している。
【００５２】
　また、図４（ａ）からわかるように、上板体５０の前部５０ａは前木口部材に相当する
が、この前部５０ａは、上板体５０から正面視で鍵ベース体４０に重なるまで木質部６０
に沿って延設され、被キーガイド部４２に隣接している。これにより、前部５０ａにおけ
るつなぎ目が正面から見えるようなことがなく、外観が良好である。また、前部５０ａに
つなぎ目がないので、鍵動作ガイド時においてひっかかりがなく、被キーガイド部４２の
安定したガイド性が得られる。
【００５３】
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　ここで、図４（ｃ）、（ｄ）に示すように、鍵並び方向における幅の設定は次のように
なっている。まず、鍵構造体１００の先端部の幅は、上板部５０の幅広部５０ｈの幅及び
木質部６０の幅広部６０ｈの幅に等しく、これを「Ｂ０」とする。また、凹状逃げ部１２
１の幅を「Ｗ０」、鍵動作ガイド７５の幅を「Ｂ１」、凸状嵌合部４７の鉛直方向の壁４
７Ａ、４７Ｂの幅をそれぞれ「Ｂ２」、「Ｂ３」、凸状嵌合部４７の壁４７Ａ、４７Ｂと
木質部６０との間隙を左右両側共に「Ｂ４」とする。すると、凹状逃げ部１２１の幅Ｗ０
について、Ｗ０＝Ｂ１＋Ｂ２＋Ｂ３＋Ｂ４＋Ｂ４が成立する。
【００５４】
　一般のピアノで採用されている「標準鍵」と呼ばれる鍵の幅広部の幅は、およそ２１～
２３ｍｍであるが、本実施の形態では、Ｂ０＝２２．５ｍｍとする。ところで、鍵動作ガ
イド７５は、その機能を確実に果たすためには、十分な剛性が必要であるので、その幅Ｂ
１は、５．２５ｍｍに設定されている。凸状嵌合部４７の両壁４７Ａ、４７Ｂの幅Ｂ２、
Ｂ３は、剛性確保の観点で、いずれも２．５ｍｍに設定されている。また、凹状逃げ部１
２１と凸状嵌合部４７との寸法ばらつきを考慮して、間隙Ｂ４の狙い寸法は、０．５ｍｍ
に設定される。
【００５５】
　かかる状況から、適切な強度を有する鍵動作ガイド７５を実装するためには、少なくと
も凹状逃げ部１２１の幅Ｗ０を１１．２５ｍｍ以上に設定する必要がある。そこで、本実
施の形態では、幅Ｗ０は１１．２５ｍｍに設定され、従って、幅Ｂ０に対して５０％の値
に設定されている。
【００５６】
　ここで、鍵動作ガイドの十分な剛性を確保する観点で、凹状逃げ部１２１の幅Ｗ０の、
鍵構造体１００の先端部の幅Ｂ０に対する比率を５０％以上にすることは、他の幅の鍵に
ついても同様に適用することができる。すなわち、鍵幅に応じて、鍵動作ガイドや凸状嵌
合部の壁厚の適切値も変わるので、結局、鍵動作ガイドが適切に機能するために最低限必
要な凹状逃げ部１２１の幅Ｗ０は、鍵構造体１００の先端部の幅Ｂ０に対して５０％以上
、ということになる。
【００５７】
　ところで、木質部６０に凸状嵌合部を設けてそこに収容すべき機能部としては、鍵動作
ガイド７５以外に、上記した質量体駆動部４３や鍵アクチュエータ４４のような駆動部の
ほか、ＬＥＤ等の発光部、静電容量素子等のセンサ部、ピエゾ素子等の検知部等が考えら
れる。これら、鍵構造体１００とは別部品として構成される機能部のほとんどは、幅Ｗ０
の範囲内に収まるサイズであるので、上記５０％以上という設定により、実装できる機能
部の種類や範囲が実質的に広がる。
【００５８】
　なお、質量体駆動部や鍵アクチュエータ等の機能部は、例えば、上板体５０と一体に形
成されて、上板体５０から下方に垂下して設けられる場合がある。この場合は、凹状逃げ
部１２１に代えて木質部６０において貫通穴を設け、垂下する機能部が該貫通穴を貫通し
て垂設されるようにすれば、上記と同様の幅設定を活かすことができる。
【００５９】
　一方、凹状逃げ部１２１の幅Ｗ０の最大許容値を検討すると、木質部６０（の幅広部６
０ｈ）の加工容易性に基づく制約から定めるのが、木質系の鍵構造体では好ましい。すな
わち、木質部６０の幅加工は、通常、回転工具等の切削工具で切削加工によってなされる
。ところが、凹状逃げ部１２１の幅Ｗ０を大きく設定したために、木質部６０の側部の肉
厚があまりに薄くなると、加工が容易でなくなる。例えば、２ｍｍ以下、特に１ｍｍ程度
になると、鍵幅加工の際に当て板を行う等の特殊な加工が必要になったり、木の加工に適
した適切な切削条件で加工を行うことが困難になったりする。
【００６０】
　かかる事情から、木質部６０を含んだ加工を適切な加工条件で行う観点から、木質部６
０の側部の肉厚を最低限２ｍｍ程度確保するのが望ましく、これを考慮すれば、標準鍵で
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は、凹状逃げ部１２１の幅Ｗ０の最大許容値を、約１８ｍｍに設定するのが望ましい。従
って、比率でいえば、凹状逃げ部１２１の幅Ｗ０は、鍵構造体１００の先端部の幅Ｂ０に
対して８０％以下に設定すれば、ほぼあらゆる鍵幅の鍵構造体に対して適用することがで
きる。各種機能部の実装の自由度の観点を合わせて考えると、結局、幅Ｗ０は、幅Ｂ０に
対して５０～８０％の範囲で設定するのが好ましいといえる。
【００６１】
　また、上板部５０と、凸状嵌合部４７の水平方向の壁４７Ｕとの間に、木質部６０の肉
厚を数ｍｍ確保したので、上板部５０と木質部６０との接着により上板部５０の上面の窪
みが生じることを防止し、演奏面の均質化により、良好な外観を確保するだけでなく、演
奏時における違和感を少なくすることができる。
【００６２】
　ところで、鍵動作ガイド７５の幅はＢ１であって、凸状嵌合部４７の凹部４７ａの幅と
ほぼ同じである。従って、鍵動作ガイド７５と凹部４７ａとが円滑に摺接するために、鍵
動作ガイド７５及び凹部４７ａ間には潤滑剤（図示せず）が設けられる。ここで、凸状嵌
合部４７は、凹部４７ａ内の潤滑剤と木質部６０の主に凹状逃げ部１２１との間を遮断し
、潤滑剤が木質部６０側に浸入しないようにする「潤滑剤避け機構部」の役割を果たす。
しかも、潤滑剤は、鍵動作ガイド７５と凹部４７ａとでほぼ密閉状態とされ、揮発するこ
とがほとんどない。これらにより、木質部６０の変色を防止できるだけでなく、潤滑剤が
、拡散、変質により正常に機能しなくなることが防止される。
【００６３】
　ここで、上記特許文献１で示される鍵構造体でも、木質部に設けられた凹部内に横振れ
防止ピンが収容されるように構成されている。しかし、横振れ防止ピンは、その外周に被
嵌されたプラスチックカバーの穴に対して摺動するように構成されているので、ここに潤
滑剤を塗布することになる。そうすると、潤滑剤が常に空気に触れ、揮発したり変質した
りして、やがて横振れ防止ピンが円滑に機能しなくなると考えられる。従って、潤滑効果
を長期間維持する観点では、本発明の第１の実施の形態の構成の方が有利である。
【００６４】
　なお、凸状嵌合部４７の潤滑剤避け機構部としての機能を果たすのは、鍵動作ガイド７
５に対してだけではない。すなわち、機能部が、凹状逃げ部１２１内において押離鍵動作
時に凹部４７ａに対して摺動関係になる場合であって、その機能部に潤滑剤塗布される場
合は、その機能部に対する凸状嵌合部４７の潤滑剤避け機構部としての機能が有効である
。
【００６５】
　本実施の形態によれば、木質部６０により木質感が付与される。また、幅広部６０ｈに
形成される凹状逃げ部１２１の幅Ｗ０が、鍵構造体１００の先端部の幅Ｂ０に対して５０
％以上８０％以下の範囲で設定されたので、良好な加工性を維持しつつ、鍵構造体とは別
部品として構成される機能部の実装の自由度を高めることができる。また、凸状嵌合部４
７により、鍵動作ガイド７５に付着している潤滑剤から木質部６０が遮断されるので、長
期に亘って潤滑性能を維持することができる。
【００６６】
　〈第１の実施の形態の変形例〉
　図５は、本実施の形態の変形例Ｉに係る鍵構造体の先端部の断面図であり、図４（ｃ）
に対応している。
【００６７】
　図４（ａ）～（ｄ）の例では、上板体５０と鍵ベース体４０とは別体で構成されたが、
図５に示す変形例Ｉでは、鍵ベース体４０に相当する部材がなく、木質部６０に相当する
木質部５２が上板体５０に相当する上板体４８の上部下面に固定される。そして、凹状逃
げ部１２１に相当する逃げ部１２２が木質部５２に設けられる。逃げ部１２２の幅の設定
は、凹状逃げ部１２１と同様であり、上板体４８乃至木質部５２の幅広部の幅に対して５
０～８０％の範囲で設定される。鍵動作ガイド７５の構成は図４の例と同一である。



(9) JP 4419738 B2 2010.2.24

10

20

30

40

50

【００６８】
　また、図４（ａ）～（ｄ）の例では、「潤滑剤避け機構部」である凸状嵌合部４７は鍵
ベース体４０と一体に形成された。しかし、図５の変形例Ｉでは、凸状嵌合部４７に相当
する潤滑剤避け機構部５１が、上板体４８と一体に形成される。すなわち、上板体４８の
垂下部基端部５１Ｕと、垂下部基端部５１Ｕから下方に垂設される垂下部５１Ａ、５１Ｂ
とで、潤滑剤避け機構部５１が構成され、潤滑剤避け機構部５１の内側に、鍵動作ガイド
７５と摺接する凹部５１ａが形成される。潤滑剤避け機構部５１により、鍵動作ガイド７
５に付着している潤滑剤から木質部５２が遮断される。
【００６９】
　従って、図５に示す変形例Ｉによっても、図４の例と同様の効果を奏することができる
。
【００７０】
　（第２の実施の形態）
　次に、本発明の第２の実施の形態を説明する。図６は、本発明の第２の実施の形態に係
る鍵構造体を含む鍵盤装置の部分断面図である。一例として、本発明の第２の実施の形態
の鍵構造体２００は、Ｂ鍵用として構成される。同図において、鍵構造体２００について
は右側面図が表されている。鍵構造体２００は、白鍵に適用されるが、黒鍵にも適用して
もよい。なお、以降、本鍵盤装置や鍵構造体２００の奏者側を前方と呼称する。
【００７１】
　鍵構造体２００は、鍵ベース体６８の上部に木製の木質部６７が固定され、さらに木質
部６７に上板体１２３が固定されて成る。上板体１２３は、前部である前木口部材８１と
、鍵操作面を提供する上板部６６とが合成樹脂で一体に形成されて成る。なお、前木口部
材８１と上板部６６とは別体で構成してもよい。木質部６７は、長手方向において上板部
６６とほぼ同じ長さを有し、上板部６６の下面に接着されると共に、木質部６７の先端６
７ｂに前木口部材８１の後面が接着されている。
【００７２】
　鍵ベース体６８は、長手方向において木質部６７とほぼ同じ長さに合成樹脂で一体に形
成される。鍵ベース体６８の上部に、木質部６７の下面６７ａが接着される。また、鍵構
造体２００は、鍵ベース体６８の後端部に設けられた回動支点１２６を中心として先端部
が上下方向に回動自在になっている。
【００７３】
　フレーム８２には、鍵復帰用バネ６９及び押鍵リミッタ８３等が設けられる。鍵復帰用
バネ６９は、鍵構造体２００を常に上方に付勢し、押鍵された鍵構造体２００を元の非押
鍵位置に復帰させる。押鍵リミッタ８３は、鍵構造体２００の先端部と当接して、鍵構造
体２００の押鍵終了位置（下限である回動終了位置）を規制する。押鍵リミッタ８３は、
その回動規制機能が最も適切に働くように、極力、鍵構造体２００の最先端部と当接する
ように配置され、具体的には、鍵ベース体６８の先端部６８ａ及び前木口部材８１の双方
に対する下方に配置される。
【００７４】
　前木口部材８１と鍵ベース体６８の先端部６８ａとの間には、長手方向における間隙Ｃ
Ｌ１が設けられる。これにより、木質部６７が温度、湿度等の環境変化によって伸縮、変
形しても、前木口部材８１と鍵ベース体６８とが干渉することがないので、前木口部材８
１と鍵ベース体６８とが押し合うような現象が回避される。従って、前木口部材８１と木
質部６７、あるいは鍵ベース体６８と木質部６７との剥離発生等、環境変化に起因する固
定状態の悪化が防止され、鍵構造体２００の耐久性が確保される。間隙ＣＬ１は、木質部
６７の伸縮、変形の量を考慮して最小限に設定される。
【００７５】
　間隙ＣＬ１を確保した状態で、さらに、前木口部材８１を平面視コ字状（三方が囲まれ
る形状）に構成することで、前木口部材８１のみを手で持って鍵構造体２００の移動、取
り付け、取り外し作業を行う際、前木口部材８１の破損防止に役立てることができる。
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【００７６】
　また、鍵ベース体６８の先端部６８ａはやや下方に突出しており、その下端６８ａａは
、前木口部材８１の下端８１ａよりも下方に位置する。これにより、押鍵操作等で鍵構造
体２００が下方に回動したとき、押鍵リミッタ８３には、鍵ベース体６８の先端部６８ａ
の下端６８ａａが当接するが、前木口部材８１の下端８１ａは当接することがない。これ
により、押鍵終了時に、前木口部材８１に上方への外力が加わらないので、押鍵動作の繰
り返しによる前木口部材８１と木質部６７との固定状態の悪化が防止され、鍵構造体２０
０の耐久性が確保される。一方、鍵構造体２００の押鍵終了位置は、下端６８ａａと押鍵
リミッタ８３との当接で規制されることになるが、上記のように、間隙ＣＬ１は最小限（
例えば、１ｍｍ程度）に設定されるので、押鍵リミッタ８３は、鍵構造体２００のほぼ最
先端部と当接することができ、十分な回動規制機能が確保される。
【００７７】
　また、前木口部材８１の下端８１ａよりも、木質部６７の最下部である下面６７ａの方
が上方に位置するように、木質部６７が配されている。奏者側からは、前木口部材８１の
下端８１ａより上方部分が見えないため、このように木質部６７を配することで、木質感
を確保しつつ、木質部６７を構成する木材の無駄を少なくして有効利用が図られる結果、
鍵構造体２００の小型、軽量化が図られる。
【００７８】
　本実施の形態によれば、木質感を付与し、且つ適切な回動規制機能を確保しつつ、前木
口部材８１乃至鍵ベース体６８と木質部６７との環境変化に起因する固定状態の悪化、及
び、前木口部材８１と木質部６７との押鍵動作に起因する固定状態の悪化を回避して、耐
久性を確保することができる。また、木質部６７の無駄を少なくして鍵構造体２００の小
型、軽量化を図ることができる。
【００７９】
　なお、押鍵リミッタ８３は、通常の押鍵による鍵構造体２００の押鍵終了位置を規制す
るものに限定されず、強押鍵時や、鍵構造体２００に押鍵以外の強い外力が上方から加え
られた場合等において、鍵構造体２００の回動終了位置を規制するものであってもよい。
【００８０】
　〈第２の実施の形態の変形例〉
　ところで、押鍵終了位置が規制される際に、押鍵リミッタ８３等の規制部材と前木口部
材との当接を回避して、前木口部材と木質部との固定状態悪化を防止するという観点から
は、上記図６の構成に限定されることはなく、例えば、図７に示す変形例II－１～II－４
、あるいは図８に示す変形例II－５のような構成であってもよい。
【００８１】
　図７（ａ）～（ｄ）は、本発明の第２の実施の形態の変形例II－１、II－２、II－３、
II－４に係る鍵構造体の先端部の右側面図である。なお、図７（ａ）～（ｃ）において、
押鍵リミッタ８３の構成及び配置は図６に示すものと同様である。また、図７（ａ）～（
ｄ）において、図示しない構成部分は、図６に示す例と同様である。
【００８２】
　同図（ａ）に示す変形例II－１では、前木口部材８５が短く、木質部８４の下面より前
木口部材８５の下端８５ａの方が高い位置にある。鍵ベース体８６は、鍵ベース体６８の
先端部６８ａのように下方に突出していないが、長手方向において、前木口部材８５の下
端８５ａの位置まで延設されている。そして、前木口部材８５の下端８５ａより鍵ベース
体８６の先端部下端８６ａの方が下方に位置する。
【００８３】
　同図（ｂ）に示す変形例II－２では、前木口部材８８は変形例II－１と同様に短く、鍵
ベース体８９は、長手方向において、木質部８４の先端位置まで延設される。そして、前
木口部材８８の下端８８ａより鍵ベース体８９の先端部下端８９ａの方が下方に位置する
。
【００８４】
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　同図（ｃ）に示す変形例II－３では、前木口部材９１が木質部８４の下端まで延設され
る。鍵ベース体９２は、長手方向において、木質部８４の先端位置まで延設される。そし
て、前木口部材９１の下端９１ａより鍵ベース体９２の先端部下端９２ａの方が下方に位
置する。
【００８５】
　変形例II－１～II－３のいずれの場合も、押鍵動作時において、前木口部材８５、８８
、９１は、押鍵リミッタ８３に対して当接しないので、押鍵動作の繰り返しによる木質部
８４との固定状態の悪化が防止される。
【００８６】
　同図（ｄ）に示す変形例II－４では、押鍵リミッタの構成のみが図６の例と異なる。す
なわち、押鍵リミッタ１８３は、鍵ベース体６８の先端部６８ａの直下に配置され、前木
口部材８１は、押鍵リミッタ１８３の前端位置よりも前方に位置する。従って、押鍵操作
等で鍵構造体２００が下方に回動したとき、押鍵リミッタ１８３に鍵ベース体６８の先端
部６８ａの下端６８ａａが当接する点では図６の例と同様であるが、さらに、強押鍵時等
、鍵構造体２００に非常に強い力が加わったような場合であっても、下端６８ａａは押鍵
リミッタ１８３に絶対に当接しない。
【００８７】
　これにより、非常の操作状態に対しても、前木口部材８１と木質部６７との固定状態の
悪化が確実に防止され、鍵構造体２００の耐久性が確保される。
【００８８】
　図８は、本発明の第２の実施の形態の変形例II－５に係る鍵構造体の先端部の右側面図
である。図示しない構成部分は、図６に示す例と同様である。
【００８９】
　本変形例II－５の鍵構造体３００は、図６に示す鍵構造体２００と同様に、鍵ベース体
９７の上部に木製の木質部９５が固定され、さらに、前木口部材９６と上板部９４とで構
成される上板体１２４が、木質部９５に固定されて成る。押鍵リミッタ８３の構成及び配
置は図６に示すものと同様である。
【００９０】
　木質部９５の先端９５ｂは、鍵ベース体９７の先端９７ａよりも奏者側方向（前方）に
位置することで、木質部９５の先端部下面９５ａが露出している。また、上板体１２４の
前木口部材９６の下端９６ａよりも、木質部９５の先端部下面９５ａの方が下方に位置す
る。これにより、押鍵動作時において、鍵構造体３００の押鍵終了位置は、木質部９５の
露出した先端部下面９５ａと押鍵リミッタ８３との当接で規定され、前木口部材９６と押
鍵リミッタ８３との当接は回避されるので、押鍵動作の繰り返しによる前木口部材９６と
木質部９５との固定状態の悪化が防止される。
【００９１】
　これらの変形例によれば、適切な回動規制機能を確保しつつ、押鍵動作に起因する前木
口部材と木質部との固定状態の悪化を回避して耐久性を向上させる点で、図６に示す例の
構成と同様の効果を奏することができる。また、特に、変形例II－１、II－２、II－５で
は、前木口部材８５、８８、９６と鍵ベース体８６、８９、９７とが接していないので、
環境変化に起因する固定状態の悪化防止についても同様の効果が期待できる。
【００９２】
　第２の実施の形態においては、前木口部材８１乃至鍵ベース体６８と木質部６７との固
定状態の悪化を回避することに着目したが、これに限るものではない。例えば、前木口部
材８１が木質部６７及び鍵ベース体６８に対して固定されておらず、且つ上板部６６と木
質部６７とが接着等で固定されている場合であっても、上記のような環境変化や押鍵動作
に起因する上板部６６と木質部６７との固定状態の悪化を回避することができる。これに
より、鍵構造体２００の先端部の故障を回避して、耐久性を確保することができる。
【００９３】
　ところで、木質部の無駄を少なくして鍵構造体の小型、軽量化を図るという観点からは
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、木質部を配する態様について、上記図６の構成に限定されることはなく、例えば、図９
に示す変形例II－６のような構成であってもよい。
【００９４】
　図９は、本発明の第２の実施の形態の変形例II－６に係る鍵構造体の先端部の右側面図
である。本変形例II－６の鍵構造体は、鍵ベース体１０１の上部に木製の木質部９９が固
定され、さらに木質部９９に上板体１２７が固定されて成る。変形例II－６では、前木口
部材９８の下端９８ａよりも、木質部９９の最下部である下面９９ｂの方が上方に位置す
るように、木質部９９が配されており、この点では、図６に示す例と同様である。
【００９５】
　隣接する白鍵である鍵構造体が押鍵され、当該押鍵された隣接鍵が押鍵終了位置にある
とき、当該押鍵された隣接鍵の押鍵面位置（以下、「隣接鍵押鍵面位置」と称する）を「
Ｌ２」で示す。側面視において、当該押鍵された隣接鍵の隣接鍵押鍵面位置Ｌ２と木質部
９９の先端との交点を「Ｐ１」で示す。木質部９９の上面９９ａから前木口部材９８の下
端９８ａまでの距離を「Ｈ３」、上面９９ａから口棒部上面１０２までの距離を「Ｈ４」
、上面９９ａから交点Ｐ１までの距離を「Ｈ５」とする。
【００９６】
　一般に、ピアノにおいて、前木口部材の下部は口棒部に隠れて見えないので、通常、Ｈ
３＞Ｈ４が成立する。また、一般に、隣接鍵の先端は、押鍵時においても口棒部より下方
にはいかないので、通常、Ｈ４＞Ｈ５が成立する。また、鍵構造体の側部において、上記
隣接鍵押鍵面位置Ｌ２より下方は、演奏時に見えないので、木質部９９の存在により木質
感を与えるためには、上記隣接鍵押鍵面位置Ｌ２より上方の領域に木質部９９を配すれば
十分である。
【００９７】
　これらのことから、木質部９９の最下部である下面９９ｂが水平であるとする場合は、
下面９９ｂが交点Ｐ１より高くない範囲で極力上方にあるのが望ましい。従って、図９に
示すように、下面９９ｂが交点Ｐ１よりやや低い位置となるよう、木質部９９が配されて
いる。
【００９８】
　この変形例II－６によれば、木質感を付与すると共に、木材の無駄を一層効率よく少な
くして鍵構造体の小型、軽量化を最大限に図ることができる。
【００９９】
　なお、変形例II－６において、下面９９ｂを、上記隣接鍵押鍵面位置Ｌ２より下方にお
いて上記隣接鍵押鍵面位置Ｌ２に略平行に形成してもよい。
【０１００】
　なお、木質部の無駄を少なくするという観点に限定すれば、木質部９９を固定保持する
保持部材としては上板体１２７のみでもよく、鍵ベース体１０１は保持部材としては不要
である。
【０１０１】
　（第３の実施の形態）
　次に、本発明の第３の実施の形態を説明する。図１０は、第３の実施の形態に係る鍵構
造体を含む鍵盤装置の部分断面図である。一例として、本発明の第３の実施の形態の鍵構
造体４００は、Ｂ鍵用として構成される。同図において、鍵構造体４００については右側
面図が表されている。鍵構造体４００は、白鍵に適用されるが、黒鍵にも適用してもよい
。なお、以降、本鍵盤装置や鍵構造体４００の奏者側を前方と呼称する。
【０１０２】
　鍵構造体４００は、鍵ベース体５５の上部に木製の木質部５４が固定され、さらに木質
部５４に上板体１２５が固定されて成る。上板体１２５は、前部である前木口部材１２８
と、鍵操作面を提供する上板部５３とが合成樹脂で一体に形成されて成る。上板体１２５
と鍵ベース体５５とで、木質部５４を保持する「保持部材」が構成される。なお、前木口
部材１２８と上板部５３とは別体で構成してもよい。木質部５４は、長手方向において上
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板部５３とほぼ同じ長さを有し、上板部５３の下面及び前木口部材１２８の後面に接着さ
れている。
【０１０３】
　鍵ベース体５５は、長手方向において木質部５４とほぼ同じ長さに合成樹脂で形成され
、鍵ベース体５５の上部に、木質部５４の下面が接着される。また、鍵構造体４００は、
木質部５４の後端部に設けられた回動支点２１を中心として先端部が上下方向に回動自在
になっている。
【０１０４】
　鍵構造体４００の上方においてパネル部７６が設けられている。パネル部７６は、不図
示の各種操作子や表示部を備えると共に、それより後方部分を目隠しする目隠し部として
の役割も果たしている。従って、長手方向における鍵構造体４００の奏者側端部から回動
支点２１までの間においては、パネル部７６より前方部分が、演奏時及び非演奏時に外観
となって視認される「見えがかり部位Ｒ１」であり、パネル部７６より後方部分が、「非
見えがかり部位Ｒ２」である。
【０１０５】
　また、フレーム５６の上面５６ａには、機能部としての鍵復帰用バネ５７等が設けられ
る。鍵復帰用バネ５７は、鍵構造体４００を常に上方に付勢し、押鍵された鍵構造体４０
０を元の非押鍵位置に復帰させる。鍵復帰用バネ５７は、鍵構造体４００の後端部に設け
られた逃がし部５８内に収容される。
【０１０６】
　すなわち、非見えがかり部位Ｒ２において、鍵構造体４００の後端部に対応する木質部
５４の部分には、逃げ部５４ａが形成され、この逃げ部５４ａに沿って、鍵ベース体５５
にも逃げ部５５ａが形成されることで、逃がし部５８が構成されている。鍵復帰用バネ５
７は、逃げ部５５ａの下面とフレーム５６の上面５６ａとの間に係止されている。ここで
、鍵復帰用バネ５７は、所定の状態（例えば、押鍵途中状態）において長さＨ２程度であ
るのが適正状態であるとする。同図の例では、逃げ部５５ａの下面とフレーム５６の上面
５６ａとの間隔がＨ２であるので、鍵復帰用バネ５７が適切に装着されている。
【０１０７】
　ところが、仮に、逃がし部５８が設けられておらず、鍵ベース体５５の下面が一様に水
平であるとすると、鍵復帰用バネ５７が装着される距離がＨ１となり、このままでは実装
スペースが不足する。従って、鍵構造体４００をフレーム５６に対して上方に離間させ、
距離Ｈ２が確保されるように設計しなければならない。
【０１０８】
　よって、図１０に示すように、逃がし部５８を設けたことで、鍵復帰用バネ５７を実装
する際、フレーム５６と鍵構造体４００との間隔を短く設定できるので、上下方向の省ス
ペースが図られる。さらに、逃がし部５８の逃がし量の分だけ、木質部５４の無駄が少な
くなって鍵盤装置が軽量化される。しかも、逃がし部５８は、非見えがかり部位Ｒ２に設
けられるので、木質感は良好に確保される。
【０１０９】
　なお、逃がし部５８に相当する逃がし部に収容される機能部としては、鍵復帰用バネ５
７に限定されない。少なくとも鍵動作を実現するための機能部であればよく、例えば、鍵
スイッチアクチュエータ、質量体駆動部、鍵抜け止め部材のほか、鍵及びハンマをそれぞ
れの回動支点に押しつける側面視Ｓ字状バネ、さらには、センサ部、検知部等が考えられ
る。特に、Ｓ字状バネのように、長手方向に長い機能部を実装する際には、上下方向のス
ペース上の制約が少なくなることで、長手方向の省スペースにも繋がる。
【０１１０】
　本実施の形態によれば、木質感を付与しつつ鍵盤装置の小型、軽量化を図ることができ
る。
【０１１１】
　なお、第３の実施の形態では、木質部を固定的に保持する保持部材が、別体の上板体１
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２５及び鍵ベース体５５で構成されるものを示したが、これに限るものでなく、木質部が
上板体のみに保持される構成、あるいは上板体と鍵ベース体とが一体に形成されて構成さ
れた保持部材に木質部が保持される構成にも本発明を適用可能である。
【０１１２】
　（第４の実施の形態）
　図１１は、本発明の第４の実施の形態に係る鍵構造体を含む鍵盤装置の部分断面図であ
る。本発明の第４の実施の形態では、上記した第３の実施の形態に対し、鍵構造体の逃が
し部の形状が異なり、そのため、木質部及び鍵ベース体の形状が異なる。その他の構成は
、第３の実施の形態と同様である。
【０１１３】
　図１１に示すように、本発明の第４の実施の形態の鍵構造体５００は、鍵ベース体６３
の上部に木製の木質部６２が固定され、さらに木質部６２に上板体１２５が固定されて成
る。上板体１２５、フレーム５６、鍵復帰用バネ５７及びパネル部７６の構成は、第３の
実施の形態のものと同様である。上板体１２５と鍵ベース体６３とで、木質部６２を保持
する「保持部材」が構成される。
【０１１４】
　同図において、隣接する白鍵である鍵構造体が押鍵され、当該押鍵された隣接鍵が押鍵
終了位置にあるとき、当該押鍵された隣接鍵の押鍵面位置（以下、「隣接鍵押鍵面位置」
と称する）を「Ｌ１」で示す。パネル部７６より前方部分における木質部６２の下面６２
ａは、鍵構造体５００の先端部から後方にいくにつれて上方に傾斜している。この下面６
２ａは、下面６２ａの長手方向の全範囲で、隣接鍵押鍵面位置Ｌ１より低い位置に設定さ
れ、且つ隣接鍵押鍵面位置Ｌ１に略平行である。これにより、木質感が確保されつつ木質
部６２の無駄が効率よく排される。また、鍵ベース体６３の傾斜部６３ａは、木質部６２
の下面６２ａに接着されており、同様の角度で傾斜している。
【０１１５】
　これにより、鍵構造体５００の下方において、鍵ベース体６３の傾斜部６３ａから鍵構
造体５００の後部にかけて、フレーム５６との間に大きいスペースである逃がし部６４が
形成される。また、隣接鍵押鍵面位置Ｌ１より下方且つ後方の部位であって、パネル部７
６より後方の部位が、非見えがかり部位であり、逃がし部６４は、この非見えがかり部位
に形成されることになるので、外観に悪影響がなく、木質感は良好に確保される。
【０１１６】
　そして、鍵復帰用バネ５７が、上記第３の実施の形態と同様に、逃がし部６４内に実装
される。鍵復帰用バネ５７が係止される位置では、逃がし部６４の上下方向の長さ（高さ
）は逃がし部５８と同じであり、従って、上記第３の実施の形態と同様に、上下方向の省
スペースが図られる。さらに、逃がし部６４は、上記逃がし部５８（図１０参照）に比し
大きいので、木質部６２の無駄が一層減少する。
【０１１７】
　なお、逃がし部６４は、その十分な広さ及び高さを確保できることから、押離鍵検出セ
ンサ（鍵スイッチ、若しくは押鍵直後から鍵から指が離れるまでを検出する全行程センサ
）を配することができる。
【０１１８】
　本実施の形態によれば、木質感を付与しつつ鍵盤装置の小型、軽量化を図ることに関し
、第３の実施の形態と同様の効果を奏するだけでなく、最小限の木質部にて良好な木質感
を確保し、木質部を効率よく節約することができる。
【０１１９】
　なお、逃がし部６４に収容される機能部としては、鍵復帰用バネ５７に限定されないこ
とは、第３の実施の形態と同様である。
【０１２０】
　なお、第１～第４の実施の形態において、木質感付与の観点に限って言えば、木質部は
木材でなくても、木質系材であればよく、例えば、木目調の化粧板（印刷、コート、塗装
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、つき板等も含む）、合板、木質材（ＭＤＦ）等を採用してもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１２１】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る鍵構造体を含む鍵盤装置（鍵盤楽器装置）の断
面図である。
【図２】鍵構造体の各位置での断面を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態の鍵構造体の他の例を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態の鍵構造体の先端部の側面図（図（ａ））、同先端部
の底面図（図（ｂ））、同図（ｂ）のＧ－Ｇ線に沿う断面図（図（ｃ））及び同図（ｃ）
のＸ１部の拡大図（図（ｄ））である。
【図５】第１の実施の形態の変形例Ｉに係る鍵構造体の先端部の断面図である。
【図６】本発明の第２の実施の形態に係る鍵構造体を含む鍵盤装置の部分断面図である。
【図７】第２の実施の形態の変形例II－１、II－２、II－３、II－４に係る鍵構造体の先
端部の右側面図である。
【図８】第２の実施の形態の変形例II－５に係る鍵構造体の先端部の右側面図である。
【図９】第２の実施の形態の変形例II－６に係る鍵構造体の先端部の右側面図である。
【図１０】本発明の第３の実施の形態に係る鍵構造体を含む鍵盤装置の部分断面図である
。
【図１１】本発明の第４の実施の形態に係る鍵構造体を含む鍵盤装置の部分断面図である
。
【符号の説明】
【０１２２】
　１００、２００、３００、４００、５００　鍵構造体、　２１　回動支点、　４７　凸
状嵌合部、　４７ａ　凹部、　４１　回動支点、　５０　上板部、　５０ｈ　幅広部、　
５４、６０、６２、６７、９５　木質部、　５５　鍵ベース体（保持部材の一部）、　５
７　鍵復帰用バネ（機能部）、　５８　逃がし部、　６０ｈ　幅広部、　６２ａ　下面、
　６３　鍵ベース体（保持部材の一部）、　６３ａ　傾斜部、　６４　逃がし部、　６７
ａ　下面、　６７ｂ　先端、　６８　鍵ベース体、　６８ａ　先端部、　６８ａａ　下端
、　７５　鍵動作ガイド（機能部）、　８１　前木口部材、　８１ａ　下端、　８３　押
鍵リミッタ、　９５ａ　先端部下面、　９５ｂ　先端、　９６　前木口部材、　９６ａ　
下端、　９７　鍵ベース体、　９７ａ　先端、　１２１　凹状逃げ部、　１２５　上板体
（保持部材の一部）、　１２８　前木口部材（奏者側端部）、　Ｌ１、Ｌ２　隣接鍵押鍵
面位置、　Ｗ０　幅、　Ｂ０　幅、　ＣＬ１　間隙、　Ｒ２　非見えがかり部位
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